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益証券に係るファンドの名称】

ハーベスト　アジア フロンティア株式ファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託受

益証券の金額】

500億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年1月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）の一部に訂正すべ

き事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正箇所および訂正事項】

下線部　　　が訂正箇所です。

原届出書の下記事項については、それぞれ下記の内容に原届出書が訂正されます。

第一部【証券情報】

(5)【申込手数料】

＜訂正前＞

お申込金額の3.15％
※
（税抜3.0％）を上限とする、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

とします。

お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ

い。なお、前記（4）に記載の照会先においてもご確認いただけます。

お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌

営業日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額としま

す。なお、お申込手数料には、申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額（以下

「消費税等相当額」といいます。）が加算されます。

※消費税率が8％になった場合は、3.24％（税込み）となります。

＜訂正後＞

お申込金額の3.24％（税抜3.0％）を上限とする、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

とします。

お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ

い。なお、前記（4）に記載の照会先においてもご確認いただけます。

お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌

営業日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額としま

す。なお、お申込手数料には、申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額（以下

「消費税等相当額」といいます。）が加算されます。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

（略）

③ファンドの特色

※以下の内容に訂正・更新します。
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（略）
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(3)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

③委託会社の概況（平成26年1月24日現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

③委託会社の概況（平成26年7月25日現在）

（略）

２【投資方針】

(2)【投資対象】

＜訂正前＞

（略）

２．ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

ファンド名 ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

運用方針 主として、「短期金融資産 マザーファンド」（以下「マザーファンド」と

いいます。）の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期

公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行い、安定した収益

の確保を目標として運用を行います。

信託期間 原則として無期限（設定日：2010年6月14日）

決算日 毎年9月25日（日本の銀行が休業日の場合は翌営業日）

信託報酬
ファンドの純資産総額に対し年0.1365％

※
（税抜0.13％）

※消費税率が8％になった場合は、年0.1404％となります。

投信委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

受託銀行 三井住友信託銀行株式会社

（略）

＜訂正後＞

（略）

２．ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

ファンド名 ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

運用方針 主として、「短期金融資産 マザーファンド」（以下「マザーファンド」と

いいます。）の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期

公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行い、安定した収益

の確保を目標として運用を行います。

信託期間 原則として無期限（設定日：2010年6月14日）

決算日 毎年9月25日（日本の銀行が休業日の場合は翌営業日）

信託報酬 ファンドの純資産総額に対し年0.1404％（税抜0.13％）

投信委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

受託銀行 三井住友信託銀行株式会社

（略）
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(5)【投資制限】

＜訂正前＞

（略）

（イ）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジの

ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

（略）

＜訂正後＞

（略）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジの

ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

（略）

４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

＜訂正前＞

お申込金額の3.15％
※
（税抜3.0％）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま

す。お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、

下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。なお、お申込手数料には、消費税等相当額が加

算されます。

※消費税率が8％になった場合は、3.24％（税込み）となります。

（略）

＜訂正後＞

お申込金額の3.24％（税抜3.0％）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま

す。お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、

下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。なお、お申込手数料には、消費税等相当額が加

算されます。

（略）

(3)【信託報酬等】

※以下の内容に訂正・更新します。

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算

期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4472％（税抜：年1.34％）の率を乗じて得た額とし

ます。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産

総額に応じて決められる以下の金額とします。

委託会社 販売会社 受託会社

年0.648％ 年0.756％ 年0.0432％

（税抜：年0.6％） （税抜：年0.7％） （税抜：年0.04％）

信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

ら支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社

の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に

対して支弁されます。

この他、本ファンドが投資対象とする外国籍投資信託の信託報酬率は、年0.65％であるため、投資

者の皆様が実質的に負担する信託報酬率は、年率2.0972％程度となります。

なお、別途外国籍投資信託には監査費用・事務管理報酬等がかかります。
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(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は平成26年1月24日現在、以下の通りで

す。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

（略）

＜訂正後＞

収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は平成26年7月25日現在、以下の通りで

す。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

（略）
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５【運用状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

(1)【投資状況】

(平成26年5月30日現在)

資産の種類 国　　名
時価合計

（円）

投資比率

（％）

投資信託受益証券 ケイマン 587,289,873 97.06

日本 9,985,995 1.65

小計 597,275,868 98.71

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 7,796,161 1.29

合計（純資産総額） 605,072,029 100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年5月30日現在)

国／

地域
種　類 銘　柄　名

数量

（口数）

帳簿価額

単　　価

（円）

帳簿価額

金　　額

（円）

評価額

単　価

（円）

評価額

金　額

（円）

投資

比率

（％）

ケイマ

ン

投資信託

受益証券

ハーベスト・

アジア フロン

ティア　エクィ

ティファンド　

クラスＪ

327,475.442 1,597.4 523,110,859 1,793.38 587,289,873 97.06

日本
投資信託

受益証券

ＦＯＦｓ用短期

金融資産ファン

ド（適格機関投

資家専用）

10,003,001 0.9987 9,989,997 0.9983 9,985,995 1.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率 (平成26年5月30日現在)

種　　　類 投資比率（％）

投資信託受益証券 98.71

合　　　計 98.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】
平成26年5月30日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純
資産の推移は次の通りです。

年　月　日

純資産総額
(円)

1万口あたり純資産額
(円)

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1計算期間末 (平成24年10月25日) 440,516,715 449,290,642 10,041 10,241

第2計算期間末 (平成25年10月25日) 380,022,156 442,624,738 12,141 14,141
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平成25年 5月末日 543,464,717 － 14,181 －

6月末日 464,453,562 － 12,996 －

7月末日 438,223,392 － 13,452 －

8月末日 422,059,831 － 13,267 －

9月末日 433,540,601 － 13,783 －

10月末日 417,565,461 － 12,130 －

11月末日 446,848,120 － 12,410 －

12月末日 482,979,482 － 13,122 －

平成26年 1月末日 559,908,067 － 13,757 －

2月末日 631,900,440 － 14,872 －

3月末日 630,816,749 － 14,237 －

4月末日 658,923,784 － 14,393 －

5月末日 605,072,029 － 13,972 －

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

期 計算期間 １万口あたりの分配金（円）

第1計算期間 平成23年10月28日～平成24年10月25日 200

第2計算期間 平成24年10月26日～平成25年10月25日 2,000

③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率（％）

第1計算期間 平成23年10月28日～平成24年10月25日 2.41

第2計算期間 平成24年10月26日～平成25年10月25日 40.83

第3計算期間(中間期) 平成25年10月26日～平成26年 4 月25日 19.59

収益率は以下の数式により算出しております。
収益率（％）＝｛（計算期間末の基準価額－前計算期間末の基準価額）／前計算期間末の基準価額｝×100
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。

(4)【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

期 計算期間
設定数量

(口)

解約数量

(口)

発行済み数量

(口)

第1計算期間
平成23年10月28日～

平成24年10月25日
666,582,269 227,885,873 438,696,396

第2計算期間
平成24年10月26日～

平成25年10月25日
411,291,030 536,974,516 313,012,910

第3計算期間(中間

期)

平成25年10月26日～

平成26年 4月25日
258,017,596 118,300,746 452,729,760

(注)　本邦外における販売、解約の実績はありません。

第1計算期間の設定数量には当初設定数量587,146,051口を含みます。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（略）

(ⅳ)お申込手数料

お申込金額の3.15％
※
（税抜3.0％）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま

す。

お申込手数料は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

なお、上記（ⅱ）の照会先においてもご確認いただけます。

※消費税率が8％になった場合は、3.24％（税込み）となります。

（略）

＜訂正後＞

（略）

(ⅳ)お申込手数料

お申込金額の3.24％（税抜3.0％）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま

す。

お申込手数料は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

なお、上記（ⅱ）の照会先においてもご確認いただけます。

（略）
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第３【ファンドの経理状況】

※以下の内容を追加します。

1)　　本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）並びに、同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産

の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2)　　本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（平成25年10

月26日から平成26年4月25日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査

を受けております。
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　　　　　　　　　　　　ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期中間計算期間

（平成26年4月25日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 24,549,594

投資信託受益証券 641,737,546

未収利息 13

流動資産合計 666,287,153

資産合計 666,287,153

負債の部

流動負債

未払収益分配金 －

未払解約金 4,092,590

未払受託者報酬 113,466

未払委託者報酬 3,687,647

その他未払費用 1,066,305

流動負債合計 8,960,008

負債合計 8,960,008

純資産の部

元本等

元本 452,729,760

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 204,597,385

純資産合計 657,327,145

負債純資産合計 666,287,153
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第3期中間計算期間

自　平成25年10月26日

至　平成26年 4月25日

営業収益

受取利息 3,556

有価証券売買等損益 93,841,432

営業収益合計 93,844,988

営業費用

支払利息 －

受託者報酬 113,466

委託者報酬 3,687,647

その他費用 1,066,305

営業費用合計 4,867,418

営業利益又は営業損失（△） 88,977,570

経常利益又は経常損失（△） 88,977,570

中間純利益又は中間純損失（△） 88,977,570

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
14,470,284

期首剰余金又は期首欠損金（△） 67,009,246

剰余金増加額又は欠損金減少額 91,639,065

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
91,639,065

剰余金減少額又は欠損金増加額 28,558,212

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
28,558,212

中間剰余金又は中間欠損金（△） 204,597,385
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しておりま

す。

（中間貸借対照表に関する注記）

第3期中間計算期間

平成26年 4月25日現在

１. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 452,729,760口

２. 1口当たり純資産額 1.4519円

(1万口当たり純資産額) (14,519円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期中間計算期間（自 平成25年10月26日　至 平成26年4月25日）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目

第3期中間計算期間

平成26年 4月25日現在

１.中間貸借対照表計上額、時

価及びその差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてす

べて時価で評価しているため、中間貸借対照

表上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法 ①投資信託受益証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に

記載しております。

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳

簿価額は時価と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額

のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額

の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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（その他の注記）

１．本書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における元本額の変動

項目
第3期中間計算期間

(平成26年 4月25日 現在)

期首元本額 313,012,910円

期中追加設定元本額 258,017,596円

期中一部解約元本額 118,300,746円

２．有価証券関係

第3期中間計算期間（平成26年4月25日現在）

該当事項はありません。

３．デリバティブ取引関係

第3期中間計算期間（平成26年4月25日現在）

本ファンドはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

※以下の内容に訂正・更新します。

平成26年5月30日現在

Ⅰ　資産総額 633,083,045円

Ⅱ　負債総額 28,011,016円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 605,072,029円

Ⅳ　発行済口数 433,060,671口

Ⅴ　１口あたり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3972円

１万口あたり純資産額 13,972円

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

①　資本金の額

(ⅰ)資本金の額(平成26年1月24日現在)

（略）

＜訂正後＞

①　資本金の額

(ⅰ)資本金の額(平成26年7月25日現在)

（略）

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

（略）

(平成25年11月29日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 32 54,472

単位型株式投資信託 12 42,987

＜訂正後＞

（略）

(平成26年5月30日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 32 60,734

単位型株式投資信託 11 42,667
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３【委託会社等の経理状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならびに

同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令

第52号）により作成しております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、事業年度(平成25年４月１日から平成26

年３月31日まで)の財務諸表について、優成監査法人による監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】

区分
注記
番号

第27期 第28期

(平成25年３月31日現在) (平成26年３月31日現在)

金額

(千円)
構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ．流動資産

　　預金 334,768 466,990

　　前払費用 1,768 2,256

　　未収委託者報酬 163,962 189,317

　　未収運用受託報酬 3,930 8,934

　　未収投資顧問料 *２ 10,865 9,680

　　繰延税金資産 3,925 1,461

　　その他 6,058 6,250

　　流動資産合計 525,280 74.3 684,891 81.2

Ⅱ．固定資産

　　有形固定資産

　　　器具備品 *１ 556 521

リース資産 2,510 1,882

　　有形固定資産合計 3,066 0.4 2,404 0.3

　　無形固定資産

　　　電話加入権 67 67

ソフトウェア 1,034 643

　　　商標権 1,037 1,301

　　無形固定資産合計 2,139 0.3 2,011 0.2

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 51,015 ―

　　　関係会社株式 97,776 127,776

　　　長期差入保証金 *２ 26,819 26,819

　　　長期前払費用 708 ―

　　投資その他の資産合計 176,319 24.9 154,595 18.3

　　固定資産合計 181,525 25.7 159,011 18.8

　資産合計 706,805 100.0 843,902 100.0
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区分
注記
番号

第27期 第28期

(平成25年３月31日現在) (平成26年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ．流動負債

　　預り金 1,646 642

　　未払金 89,708 105,812

　　(未払手数料) (71,217) (88,074)

　　未払法人税等 42,681 30,344

　　未払消費税等 5,123 7,984

　　リース債務 630 657

　　流動負債合計 139,791 19.8 145,441 17.2

Ⅱ．固定負債

　　リース債務 2,058 1,400

　　固定負債合計 2,058 0.3 1,400 0.2

　負債合計 141,850 20.1 146,842 17.4

(純資産の部)

Ⅰ．株主資本

　１　資本金 400,200 56.6 400,200 47.4

　２　利益剰余金

　　　利益準備金 30,012 30,012

　　　その他利益剰余金 122,111 266,847

　　　　繰越利益剰余金 122,111 266,847

　　　利益剰余金合計 152,123 21.5 296,859 35.2

　　　株主資本合計 552,323 697,059 82.6

Ⅱ. 評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価差額金 12,631 ―

　　　評価・換算差額等合計 12,631 1.8 ― ―

　純資産合計 564,954 79.9 697,059 82.6

　負債・純資産合計 706,805 100.0 843,902 100.0
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(2) 【損益計算書】

区分
注記
番号

第27期 第28期

自  平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

自  平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

内訳
金額

（千円）
百分比
(％)

内訳
金額

（千円）
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益

　　　委託者報酬 701,904 954,989

　　　運用受託報酬 34,647 29,903

　　　投資顧問料 41,590 778,141 100.0 42,026 1,026,919 100.0

Ⅱ　営業費用

　　　支払手数料 393,972 533,240

　　　広告宣伝費 290 1,546

　　　調査費 17,613 22,204

　　　(調査費)   (17,613)   (22,204)

　　　委託計算費 68,027 68,595

　　　営業雑経費 16,443 17,508

　　　(通信費)      (870)
(1,021)

    

　　　(印刷費)   (13,497) (14,150)

　　　(協会費)    (1,530)  (1,615)

　　　(諸会費)      (454) (454)

　　　(その他営業雑経費)       (90) 496,346 63.8 (266) 643,096 62.6

Ⅲ　一般管理費

　　　給料 111,430 131,402

　　　(役員報酬)   (15,400) (15,083)

　　　(給料・手当)   (96,030) (116,318)

　　　交際費 130 90

　　　旅費交通費 3,359 3,863

　　　福利厚生費 13,164 15,921

　　　租税公課 2,574 1,833

　　　不動産賃借料 21,953 22,283

　　　器具備品賃借料 75 ―

　　　消耗品費 1,503 3,640

　　　事務委託費 8,120 9,963

　　　退職給付費用 4,750 5,623

　　　固定資産減価償却費 1,503 1,334

　　　諸経費 5,164 173,730 22.3 6,194 202,150 19.7

　営業利益 108,063 13.9 181,673 17.7

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 72 49

　　　雑収入 240 312 0.0 221 271 0.0

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 126 100

為替差損 ― 1

　　　雑損失 49 175 0.0
13.9

0 102 0.0

　経常利益 108,201 181,842 17.7

Ⅵ　特別利益

投資有価証券償還益 ― 15,240 1.5

     投資有価証券売却益 ― ― 0 15,240 0.0

Ⅶ　特別損失

　　　投資有価証券売却損 ― ― 9 9 0.0

税引前当期純利益 108,201 13.9 197,073 19.2

法人税、住民税及び事業税 43,847 5.6 49,873 4.9
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 法人税等調整額 △2,751 △0.4 2,463 0.2

　当期純利益 67,105 8.6 144,736 14.1
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(3) 【株主資本等変動計算書】                                                   （単位：千円）

第27期

自　平成24年４月１日

至　平成25年３月31日

第28期

自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日

株主資本

　資本金

　　当期首残高 400,200 400,200

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 400,200 400,200

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　　当期首残高 ― 30,012

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当に伴う積立て 30,012 ―

　　　　　当期変動額合計 30,012 ―

　　　　当期末残高 30,012 30,012

　　その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金

　　　　当期首残高 385,137 122,111

　　　　当期変動額

　　　　　当期純利益 67,105 144,736

　　　　　剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

　　　　　剰余金の配当 △30,012 ―

　　　　　当期変動額合計 △263,026 144,736

　　　　当期末残高 122,111 266,847

　利益剰余金合計

　　当期首残高 385,137 152,123

　　当期変動額

　　　当期純利益 67,105 144,736

　　　剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

　　　剰余金の配当 ― ―

　　　当期変動額合計 △233,014 144,736

　　当期末残高 152,123 296,859

　株主資本合計

　　当期首残高 785,337 552,323

　　当期変動額

　　　当期純利益 67,105 144,736

　　　剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

　　　当期変動額合計 △233,014 144,736
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　　当期末残高 552,323 697,059

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　当期首残高 7,570 12,631

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,061 △12,631

　　　当期変動額合計 5,061 △12,631

　　当期末残高 12,631 ―

　評価・換算差額等合計

　　当期首残高 7,570 12,631

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,061 △12,631

　　　当期変動額合計 5,061 △12,631

　　当期末残高 12,631 ―

純資産合計

　当期首残高 792,907 564,954

　当期変動額

当期純利益 67,105 144,736

剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,061 △12,631

　　当期変動額合計 △227,952 144,736

　当期末残高 564,954 697,059

重要な会計方針

１.有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式

移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２.固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお主な耐用年数は、器具備品５-15年であります。

②無形固定資産

定額法によっております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。
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会計方針の変更

当社では、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、従来定率法を採用してお

りましたが、親会社の連結決算上の会計処理と統一するため、当期首より定額法に変更しておりま

す。

これらの変更による損益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

(貸借対照表関係)

第27期
(平成25年３月31日現在)

第28期
(平成26年３月31日現在)

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ

ります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ

ります。

器具備品 5,770千円 器具備品 6,432千円

合計 5,770千円 合計 6,432千円

＊２　関係会社に対する資産及び負債 ＊２　関係会社に対する資産及び負債

未収投資顧問料 10,865千円 未収投資顧問料 9,680千円

長期差入保証金 26,765千円 長期差入保証金 26,765千円

(損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

第27期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成24年９月28日

臨時株主総会
普通株式 300,120千円 8,200円 平成24年10月４日 平成24年10月４日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

32/49



（リース取引関係）

第27期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

本社における複写機（器具備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.オペレーティング・リース取引

　該当事項はありません。

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

本社における複写機（器具備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.オペレーティング・リース取引

　該当事項はありません。

（金融商品関係）

第27期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　　　当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リス

クに晒されております。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
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　　　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　　平成25年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含めておりません（(注２)を参照ください。）。

                                                                           （単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 334,768 334,768 ―

(2) 未収委託者報酬 163,962 163,962 ―

(3) 未収運用受託報酬 3,930 3,930 ―

(4) 未収投資顧問料 10,865 10,865 ―

(5) 投資有価証券

　　　その他投資有価証券
51,015 51,015 ―

資産計 564,543 564,543 ―

(1) 未払金 89,708 89,708 ―

(2) リース債務 2,689 2,689 ―

負債計 92,398 92,398 ―

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(5)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は保管受託銀行が算出する基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さ

い。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 97,776
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(2) 長期差入保証金 26,819

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難

であることから、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内

預金 334,768

未収委託者報酬 163,962

未収運用受託報酬 3,930

未収投資顧問料 10,865

合計 513,527
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第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　　　当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リス

クに晒されております。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

　 ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　　　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含めておりません（(注２)を参照ください。）。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 466,990 466,990 ―

(2) 未収委託者報酬 189,317 189,317 ―

(3) 未収運用受託報酬 8,934 8,934 ―

(4) 未収投資顧問料 9,680 9,680 ―

資産計 674,921 674,921 ―

(1) 未払金 105,812 105,812 ―

(2) リース債務 2,058 2,058 ―

負債計 107,871 107,871 ―

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 127,776

(2) 長期差入保証金 26,819

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難

であることから、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内

預金 466,990

未収委託者報酬 189,317

未収運用受託報酬 8,934

未収投資顧問料 9,680

合計 674,921

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

１年以内

(千円）

１年超２年以内

(千円）

２年超３年以内

(千円）

３年超４年以内

(千円）

４年超５年以内

（千円）

５年超

(千円)

リース債務 657 685 714 ― ― ―
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（有価証券関係）

第27期(平成25年３月31日現在)

　　　　　１．その他有価証券

区分

第27期

(平成25年３月31日現在)

取得原価

（千円）

貸借対照表日

における貸借

対照表計上額

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

株式

債券

その他

―

―

38,383

―

―

51,015

―

―

12,631

小計 38,383 51,015 12,631

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

株式

債券

その他

―

―

―

―

―

―

―

―

―

小計 ― ― ―

合計 38,383 51,015 12,631
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第28期(平成26年３月31日現在)

　　　　　１．その他有価証券

        該当事項はありません。

　　　　　

(デリバティブ取引関係)

第27期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第28期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

第27期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

１．採用している退職給付制度の概要

　　　当社は、平成14年７月に退職一時金制度から確定拠

出年金制度に移行するとともに、平成15年２月より総

合設立型の厚生年金基金に加入しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　　同左

２．退職給付債務に関する事項

　　　確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給付

引当金残高は全額取り崩しております。

２．退職給付債務に関する事項

　　同左

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 2,408千円 勤務費用等(注１) 2,937千円

　退職給付費用計 2,408千円 　退職給付費用計 2,937千円

その他(注２) 2,342千円 その他(注２) 2,685千円

合計 4,750千円 合計 5,623千円

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額2,408

千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金支払

額であります。

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額2,937

千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金支払

額であります。

４．厚生年金基金の年金資産の額

　　　当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生年金

基金(関東ITソフトウェア厚生年金基金)に加入してお

ります。同年金基金に関する事項は次の通りでありま

す。なお、関東ITソフトウェア厚生年金基金は平成17

年10月に東京都小型コンピュータソフトウェア産業厚

生年金基金から名称変更しております。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成24年３月31

日現在）

４．厚生年金基金の年金資産の額

　　　当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生年金

基金(関東ITソフトウェア厚生年金基金)に加入してお

ります。同年金基金に関する事項は次の通りでありま

す。なお、関東ITソフトウェア厚生年金基金は平成17

年10月に東京都小型コンピュータソフトウェア産業厚

生年金基金から名称変更しております。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成25年３月31

日現在）

①年金資産 186,189,698千円 ①年金資産 222,956,639千円

②年金財政計算上の給付

債務

186,648,697千円 ②年金財政計算上の給付

債務

206,135,147千円

③差引額 458,998千円 ③差引額 16,821,492千円

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成24年３

月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(3) 補足説明

上記の差引額458,998千円の内訳は、平成24年度不

足金13,412,115千円、別途積立金3,329,843千円及び

資産評価調整額△9,623,273千円であり、本制度にお

ける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等

償却であります。

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成25年３

月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(3) 補足説明

上記の差引額16,821,492千円の内訳は、平成25年度

不足金10,082,271千円、及び平成25年度剰余金

26,903,764千円であり、本制度における過去勤務債

務の償却方法は期間20年の元利均等償却でありま

す。
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(税効果会計関係)

第27期
平成25年３月31日現在

第28期
平成26年３月31日現在

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

繰延税金資産 繰延税金資産

　電話加入権 510千円 　電話加入権 510千円

　投資有価証券評価損 22,570 　関係会社株式評価損 22,248

　関係会社株式評価損 22,248  その他 1,461

 その他 3,926 繰延税金資産小計 24,220

繰延税金資産小計 49,255 　評価性引当額 △22,758

　評価性引当額 △45,330 繰延税金資産合計 1,461

繰延税金資産合計 3,925

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となっ

た主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５
以下であるため、注記を省略しております。

法定実効税率 38.01％

永久差異 0.02％

評価性引当金の増減 △11.45％

その他 △0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

26.56％

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

該当事項はありません。

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

   

   該当事項はありません。
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（セグメント情報）

第27期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

１．セグメント情報

　　　当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セ

グメントであるため、記載を省略しております。

１．セグメント情報

　　同左

２．関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益

が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。

（2）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算

書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の

記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事

項はありません。

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の

10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

２．関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

同左

（2）地域ごとの情報

①売上高

同左

②有形固定資産

同左

（3）主要な顧客ごとの情報

同左

３. 報告セグメントごとの減損損失に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントごとの減損損失に関する情報

同左

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高

に関する情報

該当事項はありません。

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高

に関する情報

同左

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情

報　　

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

同左
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(関連当事者情報)

第27期　(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関
係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社

ＳＢＩファンド
マネジメントカ
ンパニーエス
エー

ルクセンブル
グ大公国：ル
クセンブルグ

88
ファンドの
管理会社

(所有)
直接

100％

管理会社に対する
ファンドに関する
投資助言業務

役員の兼任

投資顧問
料の受取

41,590
未収投
資顧問
料

10,865

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

　　　 ３．ＳＢＩファンドマネジメントカンパニーエスエーは平成24年６月28日に減資及び増資を行っております。

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関
係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

その他
の関係
会社

ＳＢＩホール
ディングス株式
会社

東京都港区 81,668
グループの
統括・運営

(所有)
間接
48.5％

サービスの提供
役員の兼任

事務所等
の賃借

21,953
長期差
入保証
金

26,765

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

　　　

 

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　モーニングスター株式会社（大阪証券取引所　ジャスダック市場）
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第28期　(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関
係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社

ＳＢＩファンド
マネジメントカ
ンパニーエス
エー

ルクセンブル
グ大公国：ル
クセンブルグ

118
ファンドの
管理会社

(所有)
直接

100％

管理会社に対する
ファンドに関する
投資助言業務

役員の兼任

投資顧問
料の受取

42,026
未収投
資顧問
料

9,680

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

３．ＳＢＩファンドマネジメントカンパニーエスエーは平成26年３月13日に増資を行っております。

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関
係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

その他
の関係
会社

ＳＢＩホール
ディングス株式
会社

東京都港区 81,681
グループの
統括・運営

(所有)
間接
49.2％

サービスの提供
役員の兼任

事務所等
の賃借

22,283
長期差
入保証
金

26,765

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　モーニングスター株式会社（東京証券取引所　ジャスダック市場）
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(１株当たり情報)

第27期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

１株当たり純資産額 15,435円92銭 19,045円35銭

１株当たり当期純利益 1,833円48銭 3,954円55銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第27期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

当期純利益(千円) 67,105 144,736

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利
益　　　　　　(千円)

67,105 144,736

期中平均株式数(株) 36,600 36,600

(重要な後発事象)

第27期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

該当事項はありません。

第28期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

名　　　　称
資本金の額

(平成25年9月末日現在)
事業の内容

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(兼営法)に基づき信託業務を

営んでいます。

再信託受託

会社

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(兼営法)に基づき信託業務を

営んでいます。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

あかつき証券株式会社 3,528百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

髙木証券株式会社
※ 11,069百万円

※髙木証券株式会社は、平成26年1月27日より募集・販売等の取扱いを行う予定です。

＜訂正後＞

名　　　　称
資本金の額

(平成26年3月末日現在)
事業の内容

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(兼営法)に基づき信託業務を

営んでいます。

再信託受託

会社

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(兼営法)に基づき信託業務を

営んでいます。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

あかつき証券株式会社 2,541百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

髙木証券株式会社 11,069百万円
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独立監査人の中間監査報告書

平成２６年６月２５日

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

　 取　　 締　 　役　 　会 　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公 認 会 計 士 岩　　本　　　　正 印
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　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

ンドの経理状況」に掲げられているハーベスト アジア フロンティア株式ファンドの平成２５年１０

月２６日から平成２６年４月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と

して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか

どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実

施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に

より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠して、ハーベスト アジア フロンティア株式ファンドの平成２６年４月２５日現在

の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２５年１０月２６日から平成２６年

４月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

　ＳＢＩアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

※　１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成26年６月12日

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

優成監査法人　  

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 鶴見　寛 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 小松　亮一 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
の第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針
及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上　

※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
る形で別途保管しております。
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